
【　ＭＦＩＣＵ　（母体・胎児集中治療室）　】
当該病棟では、１日６人以上の看護職員が勤務しています。

なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。

　・朝９時００分から夕方１７時００分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は２人以内です。

　・夕方１７時００分から深夜１時００分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は３人以内です。

　・深夜１時００分から朝９時００分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は３人以内です。

【　２病棟　】
当該病棟では、１日１８人以上の看護職員が勤務しています。

なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。

　・朝９時００分から夕方１７時００分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は４人以内です。

　・夕方１７時００分から深夜１時００分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は１０人以内です。

　・深夜１時００分から朝９時００分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は１０人以内です。

【　ＮＩＣＵ　（新生児特定集中治療室　）　】
当該病棟では、１日１３人以上の看護職員が勤務しています。

なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。

　・朝９時００分から夕方１７時００分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は３人以内です。

　・夕方１７時００分から深夜１時００分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は４人以内です。

　・深夜１時００分から朝９時００分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は４人以内です。

【　ＧＣＵ　「継続保育室」「回復治療室」「発育支援室」　】
当該病棟では、１日６人以上の看護職員が勤務しています。

なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。

　・朝９時００分から夕方１７時００分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は３人以内です。

　・夕方１７時００分から深夜１時００分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は４人以内です。

　・深夜１時００分から朝９時００分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は４人以内です。

【　４病棟　】
当該病棟では、１日２３人以上の看護職員が勤務しています。

なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。

　・朝９時００分から夕方１７時００分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は４人以内です。

　・夕方１７時００分から深夜１時００分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は１８人以内です。

　・深夜１時００分から朝９時００分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は１８人以内です。

【　５病棟　】
当該病棟では、１日２２人以上の看護職員が勤務しています。

なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。

　・朝９時００分から夕方１７時００分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は４人以内です。

　・夕方１７時００分から深夜１時００分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は１７人以内です。

　・深夜１時００分から朝９時００分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は１７人以内です。

【　６病棟　】
当該病棟では、１日１７人以上の看護職員が勤務しています。

なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。

　・朝９時００分から夕方１７時００分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は５人以内です。

　・夕方１７時００分から深夜１時００分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は１８人以内です。

　・深夜１時００分から朝９時００分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は１８人以内です。

令和7年4月1日　現在

看護職員1人当たりの受け持ち数


